
ＥＰＯ拡大審判部、本質的に生物学的なプロセスを用いて得られる
植物・動物に係る発明を特許対象から除外 

2020年5月14日、欧州特許庁（EPO）拡大審判部は「本質的に生物学的プロセスから得られる植物と動物は特許の保護対象とならない」との意見を示した（G3/19）。

この意見は、Article 53(b) EPC（“Exceptions to patentability”）「植物および動物の品種、あるいは、これらを生産するための本質的に生物学的なプロセスについて特

許は付与されない。」をダイナミックに解釈したものであり、本質的に生物学的プロセスから得られる植物と動物も特許対象から除外されることが結論付けられた。 

１．拡大審判部の意見 

２．背景 

• EPOは、「本質的に生物学的なプロセス」は特許の対象外であることを明示してきたが、「本質的に生物学的なプロセスにより得られた物（植物、動物）」が特許対

象であるか否か明確な方針を示してこなかった。

• 2015年3月、拡大審判部は、審決G2/12及びG2/13において、 「本質的に生物学的なプロセスにより得られた物は特許の対象となりうる」との判断を示した。一方、

2016年11月付けの欧州委員会通知では拡大審判部の上記判断と逆の見解が示された。さらに、 2017年改正のRule 28(2) EPCでは「 Article 53(b) EPC下で、本質

的に生物学的プロセスを用いてもっぱら得られた植物および動物に係るEP特許は許可されるべきではない。 」と規定しているるが、2018年、技術審判部は、審決

T/1063/18において、 「Rule 28(2) EPCはArticle 53(b) EPCの解釈に影響を与えない」との意見を示した。
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